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2026 年 1 月 23 日 

本部労働福祉 

政策立案 

2026 年度春の交渉 IMGU 本部最低賃金 要求基準 

 

■ 要求基準の設定目的及び項目 

１．要求基準の設定目的 

日本では、実質的・文化的な生活を最低限維持するために必要な賃金水準として、地域別・

産業別に最低賃金が設けられています。この公的な最低賃金の水準を決定する際、その地域・

産業内の各企業における賃金表や企業内最低賃金の締結・改正が大きな影響を与えます。 

三越伊勢丹グループ労働組合(以下 IMGU)では、独自基準を設定することにより、企業内外

のともに働く労働者の賃金水準の底上げを図る取り組みの推進に繋げています。 

 

  ２．要求基準の項目 

IMGUでは、対象者本人の扶養者数や年齢に応じて設定する「扶養者・年齢別最低賃金」と、 

各企業が定める制度上の最下限水準を 「企業内最低賃金」と定め、これらを IMGU全支部・ 

分会の統一要求基準とします。要求基準の項目は以下の通りです。 

 

   ＜IMGU 本部最低賃金 要求基準の項目＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．「扶養者・年齢別最低賃金要求」の基準  

１．「扶養者・年齢別最低賃金要求基準」 （対象：月給制社員） 

 

Ⅱ．「企業内最低賃金要求」の基準 

１．「月例賃金」の要求基準  （対象：月給制社員） 

   ２．「時間給」の要求基準   （対象：時間給制社員・60歳以降雇用者） 
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Ⅰ．「扶養者・年齢別最低賃金要求」の基準 

                                      

１．「扶養者・年齢別最低賃金要求基準」 （対象：月給制社員） 

   「扶養者・年齢別最低賃金要求基準」は、生活者の観点からの賃金確保を目的に、日常 

生活を営む上で最低限維持すべき月例給の水準を扶養者数と年齢に応じて定めたものです。

扶養者の基準内賃金が、以下の扶養者・年齢別の基準額を下回る場合には、その差額を手

当として保障することを要求します。  

 

 ＜2026年度扶養者・年齢別最低賃金水準＞ 

 一人扶養 二人扶養 三人扶養 四人扶養 

2026年度 B基準 177,600 210,800 243,800 277,000 

2025年度 B基準 167,500 204,600 241,600 278,700 

 

＜参考＞ 

 一人扶養 

（27 歳） 

二人扶養 

（30 歳） 

三人扶養 

（33 歳） 

四人扶養 

（36 歳） 

A 基準 195,400 231,800 268,200 304,800 

B 基準 177,600 210,800 243,800 277,000 

C 基準 159,900 189,700 219,500 249,300 

 

 

＜参考 ： 上記要求基準額に基づく扶養者・年齢別の保障月額＞  
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＜基準の適用要件＞ 

① 対象者の年齢上限は、満 60歳までとします。 

② 対象者の年齢は、要求年度の 4月 1日現在における満年齢を基準とします。 

③ 対象者の年齢が 27 歳未満の場合は 27 歳の、37 歳以上の場合は 36 歳の要求基準額と  

します。 

④ 被扶養者の範囲は、各企業の扶養家族手当の対象としている子及び税法上の扶養家族

であり日本国内に居住している者とします。 

⑤ 被扶養者数に上限は設けず、被扶養者数に応じ 10,000円を加算します。 

⑥ 対象者の要件は、フルタイム勤務（事由により一定期間において勤務時間を短縮している

者を含む）をしており、主として本人の収入により世帯の生計を維持している者とします。な

お、三越伊勢丹グループ内に生計を一にする配偶者・同居親族が在籍している場合、収

入の高い方を保障対象者とします。 

⑦ 対象者の基準内賃金には、本人及び被扶養者の扶養・障害及び年金に関わる公的給付

（児童手当・特別障害手当・遺族年金等）を含むものとします。 

なお、保障対象者で、期中に該当する公的給付が発生した場合は、速やかに会社へ申告

するものとします。（※公的年金のように 2 ヶ月分を 1 回にまとめて給付される場合、月按分

して 1 ヶ月分の給付額を算出し、収入の範囲に算定することとします。） 

⑧ 要求基準の適用期間は、2026年 4月 1日～2027年 3月 31日とします。 

⑨ ABC 基準の設定にあたっては、原則支部内の全事業所は統一の基準を適用することと  

します。ただし、首都圏（東京・埼玉・千葉・神奈川）を拠点に他地域に事業展開している 

事業会社支部が地域によって異なる基準を定めることが望ましいと判断した場合、以下の

条件・要素を総合的に勘案した上で、地域別に基準を設定することも可能とします。 

【適用条件】 

・人事賃金制度における月例給の仕組みが地域別に設定されていること。 

・人事異動配置の範囲が原則当該事業所内に限定されていること。 

 【判断要素】 

・対象地域の物価状況や採用市場、対象地域における他支部との賃金水準格差 

⑩ 育児・介護等の短時間勤務者については、本給より控除されている割合と同じ割合を該当

する扶養者・年齢別最低賃金より差し引いた金額と比較し、控除された本給の金額が下回

る場合、差額を支給するものとします。 

        

 

     

＜算定式＞ 
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算定式 ＝ { （標準生計費（全国平均）① × 12／15② × 負担費修正係数③  

×物価上昇率④ × 基準設定区分⑤） 

＋2025年度春の交渉要求基準 }  

÷２ 

＊100円未満切り上げ 
 

①  人事院による標準生計費（2025年４月全国平均）                （単位：円） 

年 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 

2025 168,430 194,630 220,820 247,010 

＊算定のベースとなる生計費については、「標準生計費（全国平均）」を使用します。 

＜指標の算定時期 ： 2025年４月＞ 
 

② 臨時賃金のうち、３ヶ月分を生活給として位置づけ、標準生計費の 12 ヶ月分に臨時賃金を

含めた 15 ヶ月分を確保する。 
 

③ 税・社会保険を勘案し、名目賃金（月例）を算出するもの。総務省統計局「家計調査」の  

数値を使用。   

年 ①非消費支出 ②消費支出 ①/② 負担費計数 

2024  113,586 325,137 0.349 1.349 

＊負担費修正係数については、日常の生活支出を算定する上で重要な指標であることから、標準生計費と

合わせて使用します。算出にあたっては、総務省統計局による家計調査の数値を使用します。 

      ＜指標の算定時期 ： 2025年＞ 

 

④ 2025年暦年（2025年１月～12月）平均の消費者物価上昇率「0.032」を使用＝1. 032 

    (1＋0.032) 

＊物価上昇率については、標準生計費が毎年４月時点（要求年度の前年の４月）の数値として算出されてい

ることから、毎年加味していきます。 

＜指標の算定時期 ： 2025年暦年＞  

 

⑤ Ｂ基準を中心の値とし、Ａ基準は＋10％ 、Ｃ基準は－10%で水準を設定。 

係数 ： A基準＝１．１  B基準＝1.0  C基準＝0.9 

*要求基準については、B基準をベースにしつつ、「地域物価・地域相場・企業内の賃金水準・企業業績・ 

労務構成・適用基準の継続性等」を総合的に勘案しつつ、支部・分会ごとに判断します。 
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【参考 補足説明】 

１）標準生計費について 

①標準生計費の増減要因 

「標準生計費」とは、総務省公表の「家計調査」をベースに、人事院が「国民一般の標準

的な生活の水準を求めるため」に算出・公表している指標です。標準生計費の金額が年 

によって増減する要因には、実際に各世帯の生計費が増減していること （例：物価や収入

等） や標準生計費の算定に使用する家計調査の影響 （例：調査世帯の変更に伴う   

収入・消費パターンの変化）等、複数の要素が挙げられます。 

     ②標準生計費の費目 

標準生計費の費目は、以下のように家計調査の支出項目に基づいています。 

【標準生計費】   ←   【家計調査】 

食料費・・・・・・・・・・・・・・・・食料 

住居関係費・・・・・・・・・・・・住居・光熱・水道、家具・家事用品 

被服・履物費・・・・・・・・・・・被服及び履物 

雑費Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽 

雑費Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・その他の消費支出（諸雑費、交際費等） 

*家計調査は調査データの平均値を取りますが、標準生計費は平数（最も多くの世帯で見られる）の値を 

見ていくので、費目ごとの数値傾向は異なります。 

     ③標準生計費の数値と前年差  

⚫  標準生計費（2025年 4月全国平均）の数値と 2024年差  

全体計では、2人世帯：+17,790円、3人世帯：+9,890円、4人世帯：+1,930円、5人世

帯：▲6,010円と前年と比較すると世帯数が少ないほど数値が上がっています。 費目別

では、食料費が相対的に上昇しており、被服・履物費および雑費は減少傾向にあります。        
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２）ABC 基準について 

①地域別基準の適用条件及び判断要素 

     ABC 基準の設定にあたっては、支部・分会内の全事業所は統一基準とすることを基本と

します。ただし、首都圏を拠点に他地域に事業展開している事業会社の支部・分会におい

ては、人事賃金制度上の仕組み・水準が全国一律と地域別に別れているケース等がある場

合、個々の状況を確認した上で、地域別・雇用形態別に基準を設定することも可能とします。

適用条件・判断要素は以下の通りとし、これら内容を総合的に勘案し、基準を設定するもの

とします。 

 

     ＜地域別基準の適用条件＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ＜具体的な要求基準の判断要素＞ 

 

 

 

 

  

１．対象支部・分会 

首都圏（東京・埼玉・千葉・神奈川）を拠点に他地域に事業展開している支部・分会 

２．対象者 

月給制社員 

３．人事賃金制度上の水準・運用 

人事賃金制度における月例給の仕組みが地域別に設定されていること。 

  ４．人事異動配置の範囲 

原則当該事業所限定であること。 

１．対象地域における物価状況 

２．対象地域における採用市場 

３．対象地域における他支部との賃金水準格差 



                                     

7 

 

３）個別に賃金を定めている社員（年俸制等）への対応 

フルタイム勤務をしている個別に賃金を定めている社員（年俸制等）の中には、人

事諸制度が制度化されている月例給社員の仕組み・支払い方法等と比べ、相関性・類

似性が極めて高いケースがあります。したがって、個別に賃金を定めている社員（年

俸制等）を要求対象とすることについては、個々に確認した上で、本部執行委員会に

て判断します。また、要求を行う場合においては、60歳以前と以降の働き方及び賃金

の変化等を踏まえた要求を行うこととします。 

４）物価上昇率の確定について 

 IMGU の要求基準としての物価上昇率については、総務省が公表している消費者物価指

数における 2025年の暦年平均（１月～12月の平均）の平均値を使用します。       

５）対象者への支給方法について 

保障額の支給は、本人の申告に基づき行われます。基本的な支給スキーム・スケジュール

は、「４月中に会社より基準額及び申告方法（申告期日や申告書等）に関する通達があり、  

５月支給給与にて４月分と合わせた保障額を支給」とします。（事業会社により告知時期などに

多少の違いがあることも想定されます。事前に事業会社労使間にて確認をお願いします。） 

なお、それ以降は、申告のあった月より支給されることになります。保障分は月例給への対応

とし、賞与へは反映しません。 

また、申告にあたっての会社の申請書には、「保障対象者の要件を確認するために、申請

者本人へのヒアリングや公的給付の受給確認書類・年収確認書類※等の提示を求める場合が

ある」旨が明記されています。 

※年収確認書類の提示は、三越伊勢丹グループ内に生計を一にする配偶者が在籍している場合とする。  

６）育児・介護等の短時間勤務者への対応 

      事由により一定期間において勤務時間を短縮している者の扶養者年齢別最低賃金の適用

については、対象となる扶養者年齢別最低賃金に本給と同じ控除する割合を用いて控除後

の本給との差額を算出し、最終算出額の百円未満を切り上げることで給付金額を決定するも

のとします。 

    

    ＜例＞ 扶養者年齢別最低賃金 B基準企業所属   

33歳 3人扶養（対象扶養者年齢別賃金：243,800円） 

本給：221,000円 短時間勤務による控除：15％ 控除後本給 187,850円の場合 

          

               244,000円×（1-0.15）－187,850＝19,380⇒19,400 

                                        ※最終算出額を百円未満切上げ  

                   扶養者年齢別最低賃金による給付額 19,400円/月 
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Ⅱ．「企業内最低賃金要求」の基準 

「企業内最低賃金」とは、月給制社員及び時間給制社員を対象に、各企業が定める制度上の

水準の最下限を定めたものです。月給制社員（60 歳以降雇用者含む）には、「月例賃金」の基準

を定めます。時間給制社員及び 60歳以降雇用者には、「時間給」の基準を定めます。 

 

※なお、企業内最低賃金は、全ての組合員の制度上の最下限水準を定めるものであり、労使協議における制度

設計の際に水準を検討する上でのベースとなる基準ともなります。したがって、算定式に基づく水準が前年度を

下回る場合には、前年度と同額の要求水準とします。 

 

１．「月例賃金」 の要求基準 （対象：月給制社員）  

・月例賃金 ： 180,000 円 （前年 167,000 円） 

 

  ＜算定式（2025 年度）＞ 

１） 月例給の算定式 ＝ 2024年度の所定内給与額（①） × 2025年度の平均上昇率（②） 

×2025年暦年の物価上昇率（③） 

166,900円×1.042×1.032＝179,475円 ≒ 180,000円  ＊千円未満切り上げ 

 

① 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の「年齢階級、所定内給与額階級別労働者数」の  

うち、「産業計、企業規模計、全労働者」「～19歳・第１十分位数」を使用。 

＊第 1 十分位数とは、全集計対象の数値（ここでは賃金）を低い順に並べて十等分したときに低い方から最初

の節のものを指します。 

＜統計年度：2025年度＞ 

①  166,900円（2024年度の所定内給与額）÷160,200円（2023年度の所定内給与額） 

＝1.042 

②  2025年暦年（2025年１月～12月）平均の消費者物価上昇率「0.032」を使用 

＝1.032 

   

＜指標の算定時期 ： 2025年暦年平均＞ 
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２．「時間給」 （対象：時間給制社員・60 歳以降雇用者）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基準の適用要件＞ 

① 各企業の制度上の時間給は、各地域の事業所における採用賃金とします。 

② 各地域の採用賃金が IMGU基準を上回る場合には、採用賃金を踏まえ最低賃金要求とする

ことします。 

③ 基準額に満たない場合は、その水準が地域別または産業別最低賃金と同水準であれば、  

必ず引き上げの対応を労使にて確認し実施することとします。なお、月給者の時間給換算が

基準額に満たない場合も同様に対応することとします。 

④ 年度中に公的最賃（各都道府県の地域別・産業別の最低賃金）が改定された場合は、改め

て算定を行い、IMGU 基準を確認します。算定の結果、IMGU 基準の改定が必要と判断した

地域については、対象地域における公的最賃の改定発効される年月日以前に改定基準以

上を適用させることとします。（対象者：時間給者および時間給換算した月給者） 

※上記適用の場合は、「組合機関会議（本・支部執行委員会）にて審議決定」する旨を、各支部・分会の

春の交渉議案書にて記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年度春の交渉基準
（単位：円）

東京 埼玉 千葉 神奈川 北海道 青森 岩手 宮城 秋田

1,230 1,145 1,140 1,225 1,075 1,030 1,035 1,040 1,035

山形 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山 石川 福井

1,035 1,035 1,075 1,070 1,065 1,050 1,065 1,060 1,055

山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪

1,055 1,065 1,065 1,100 1,140 1,090 1,080 1,125 1,180

兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島

1,120 1,055 1,045 1,030 1,035 1,050 1,085 1,045 1,050

香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎

1,040 1,035 1,025 1,065 1,030 1,035 1,035 1,035 1,025

鹿児島 沖縄

1,030 1,025
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＜算定式＞ 

① 月例賃金をもとに、参考数値を算出する。 

参考数値 ⇒180,000円÷(法定における最長の年間所定労働時間：2088時間÷12 ヶ月） 

≒1,035円 ※小数点以下切り上げ 

 

＊参考数値の算出は、最低限必要な水準を十分に精査した上で決定するために、IMGU 独自の数値を設定し、

公的な水準と比較することを目的としています。 

設定にあたっては、ある程度固定的な水準が望ましいと考えることから、法における最長時間である「2088 時

間 （週 40時間×52週＋1日８時間）」とします。 

 

② 厚生労働省による各都道府県の「地域別最低賃金」の数値を基に、全都道府県の中で最も 

高い地域別最低賃金 （今回は東京の 1,226 円） に対する比率を求めて「地域別修正指数」

として設定します。 

地域別修正指数 ⇒ 各都道府県の地域別最低賃金 

÷ 全都道府県の中で最も高い地域別最低賃金 

 

③ 参考数値と地域別修正係数をもとに、都道府県別の時間給基礎額を算出します。 

     時間給基礎額 ⇒ 参考数値（1,035円） × 地域別修正係数  ※小数点以下切り上げ 

④最低賃金（時間給）は、都道府県別に「地域別最低賃金」「産業別最低賃金」（設定の無い  

地域は除く）「時間給基礎額」を比較し、高いものを選択し、５円単位に切り上げた上で「時間

給」の要求基準とします。 

 
＜地域別最低賃金・産業別最低賃金と地域別修正指数＞ 

 

＊地域別最賃・産業別最賃は 2026年 1月 12日現在の厚生労働省公表値 

＊地域別修正指数は、各地域における労働市場の動向を反映するための指数として設定 

＊上記以外の地域が必要な場合は、同様の考え方で都道府県別に算定する 

 

＜月給の時間給換算について＞ 

・月例給の時間給換算算定式は以下の通りとする。 

（各社の月例最低賃金 × １２） ÷ （年間所定労働日数 × 年間所定労働時間） 

・年間所定労働日数は、年間日数-年間所定休日日数、としてうるう年は 366日とする。 

（例） 

・2024年度の計算式＝（180,000円×12）÷（248×7.416）＝1,175円（※2024年がうるう年） 

・2025年度の計算式＝（180,000円×12）÷（249×7.416）＝1,170円 
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３．60 歳以降雇用者への対応 

60歳以降雇用者は他のメンバー同様にともに働く仲間であることから、月給制社員・時間給

制社員ともに企業内最低賃金要求の対象とします。 

60 歳以降雇用者の企業内最低賃金は、60 歳以降月給制再雇用者に対しては、企業内最

低賃金を 60 歳以降再雇用者の制度上の最下限水準で定めるものとし、60 歳以降時間給制

再雇用者に対しては、時間給制社員と同一水準で定めるものとします。 

ただし、この対応は、60 歳未満の対象者と同様に現状水準の底上げを図るためのものでは

なく、制度上の最下限水準を下回るメンバーがいないことを確認するものとします。 

 

雇用形態 企業内最低賃金の水準 

月給制社員 月給制社員の水準で設定 

月給制 60歳以降再雇用者 月給制 60歳以降再雇用者の水準で設定 
※制度上の最下限の水準で設定 

時間給制社員 時間給制社員・60歳以降再雇用者間の水準で設定 
時間給制 60歳以降再雇用者 

 

４．個別に賃金を定めている社員（年俸制等）について 

フルタイム勤務をしている個別に賃金を定めている社員（年俸制等）の中には、人

事諸制度が制度化されている月例給社員の仕組み・支払い方法等と比べ、相関性・類

似性が極めて高いケースがあります。したがって、個別に賃金を定めている社員（年

俸制等）を要求対象とすることについては、それらの内容を個々に確認した上で、本

部執行委員会にて判断します。また、要求を行う場合においては、60歳以前と以降の

働き方及び賃金の変化等を踏まえた要求を行うこととします。 


